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教育実践総合センター紀要第14号2007年３月

宮古圏域における特別支援教育ネットワークシステムの構築（１）

－教育、医療・保健、福祉、労働等に係る戦後の歴史的背景を知る－

NewCreationforSpecialSupportEducationNetworkinMIYAKOArea（１）

－HistoricalStudyforRelativeOrganizations-

緒方茂樹＊

ShigekiOGATA＊

要約

将来的な特別支援教育の充実のために、沖縄県の地域特徴である島喚地域に焦点を当てながら、

地域における関係諸機関のネットワークシステム構築の参考となる資料作成を目的とした。ここで

は特に宮古圏域に着目しながら、地域における関係諸機関が復帰後に歩んできた歴史を再確認し、

同じ時間軸の上に関連する出来事（イベント）を、教育、医療・保健、福祉、労働等の分野毎に平

行に並べながら、いわゆる「年表形式」に纏めた。この年表を元に各分野間を横断的に概観するこ

とによって、宮古圏域における障害児に関わる関係諸機関の歩みを多角的かつ総合的に捉えること

ができる。このことを踏まえて、関係諸機関各々がもつ役割を明確にしながら効率的な役割分担の

在り方を探り、さらに関係諸機関の歴史的背景を明らかにしながら過去の様々な経緯を知る。これ

らのことを通じて、今後の特別支援教育の展開に向けてよりよい連携の在り方を考える手がかりを

得ることができると考えられる。

育的対応が示されたことで、軽度発達障害児に

対して改めて注目が向けられた。これを受けて、

2003年に発表された「今後の特別支援教育の在

り方について（最終報告)｣6）では新たに、障

害の程度等に応じ特別な場で指導を行う特殊教

育から、障害のある児童生徒等一人一人の教育

的ニーズに応じた支援を行う「特別支援教育」

への転換を図るための提言が示されている。具

体的な内容として(1)多様なニーズに適切に対応

する仕組み「Ｐ－Ｄ－Ｓのプロセス」の重視し

た「個別の教育支援計画」の策定をする、(2)特

別支援教育コーディネーター（教育的支援を行

Ｉはじめに

従来特殊教育あるいは障害児教育として行わ

れてきた、いわゆる「障害種別を基本とした教

育」の在り方は、特別支援教育という新たな枠

組みを構築する中で「一人一人の教育的ニーズ

を踏まえて適切な教育を行う」という根本的な

発想の転換を求められている。まず2001年に文

部科学省から発表された「２１世紀の特殊教育の

あり方について～一人一人のニーズに応じ特別

な支援のあり方について～（最終報告)｣5）で

は、特に学習障害児（LD)、注意欠陥/多動性

障害児（AD/HD)、高機能自閉症児等への教

＊琉球大学教育学部障害児教育専修DepartmentofSpecial-NeedsEducation，FacultyofBducation，
UniversityoftheRyukyus
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う人、機関を連絡調整するキーパーソン）を各

学校に置く、(3)広域特別支援連携協議会等（質

の高い支援を支えるネットワーク）を整備する、

以上３点を挙げている。このことを踏まえて、

2003年からは「特別支援教育推進体制モデル事

業」を全都道府県で新たに実施している。この

事業は2007年までを目途に、すべての小・中学

校においてＬＤＡＤ/HD、高機能自閉症の子

どもに対する支援体制の整備を目指すものであ

る。そして特別支援教育の指針を組み込んだ

｢小・中学校におけるＬＤＡＤ/ＨＤ、高機能自

閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のため

のガイドライン（試案)」7）が2004年１月に公

表されている。さらに2006年には学校教育法の

一部改正が行われ、特殊教育諸学校が特別支援

学校へ移行することや免許法の一部改正等を盛

り込んだ、2007年からの特別支援教育の具体的

な実施の方法が示されている。

この特別支援教育に関わるネットワーク作り

については、先の最終報告５１の提言の中で

｢広域特別支援連携協議会等の支援を支えるネッ

トワーク」を含めた「支援地域」作りの必要性

として指摘されている。また、この「支援地域」

とは、一定規模の地域を子どものニーズに応じ

て、必要な教育的支援が適切に提供される地域

と広く捉えられている。これを受けて沖縄県で

も先の「特別支援教育推進体制モデル事業」の

一環として2005年に「沖縄県広域特別支援連携

協議会」が発足し、さらに県内６カ所の教育事

務所毎に「地域特別支援連携協議会」も設置さ

れた。個々の子どもに対する適切な教育支援が

提供されるためには、地域で企画・調整・支援

等を行う組織を設置し、教育、福祉・保健、医

療、労働等の関係機関間の連携により、教育的

支援の内容・方法の改善・充実を図ることが重

要になってくる。

以上のことを踏まえてここでは、特別支援教

育の充実に向けた「特別支援教育ネットワーク

システム」の構築を考える。そのためには地域

にあるリソースとしての関係諸機関の役割を明

確にし、互いに連携しながら「支援地域」を構

築する方法論を探っていくことがまず必要であ

ろう。これらのことから、ここでは特に宮古圏

域において「支援地域」作りの人的なネットワー

クがすでにある程度出来上がっていることに着

目してみたい。すなわち、2005年の地域特別支

援連携協議会設置以前に宮古圏域においては、

人的レベルで教育、医療・保健、福祉の関係諸

機関のスタッフが`隅報交換の場を設けて活動を

始めていたということである。2004年に一部の

有志でスタートしたこの会は、2005年５月に改

めて会議を開き、その場には宮古養護学校の校

長、教育相談担当者及びコーディネーター、市

町村教育委員会と宮古教育事務所の主事等の教

育関係者、地域支援コーディネーターや障害福

祉課の担当者等の福祉関係者、宮古福祉保健所

の保健師等の保健関係者に、琉球大学から筆者

も参加して自由闘達な情報交換が行われた。こ

のように宮古圏域は、人と人とのつながりが強

いという特有の地域性があるため、他の地域よ

りも人的ネットワークを築きやすい土壌があっ

たということは特筆すべきことであろう。しか

し一方で障害児の絶対数が少ないために、社会

資源（リソース）が少ないという課題も抱えて

いる。さらに高年齢層においては障害児や養護

学校に対する偏見など少なからず残っているの

も事実である。このような離島特有の利便性と

不便性を持ち合わせた宮古圏域では、地域性が

強く、島という一定規模の地域という利点を生

かして、地域を巻き込んだネットワークの構築

が比較的容易であったものと考えられる。また

今後宮古圏域をひとつのフィールドとして捉え

ながら実践的な研究を進めることで、本島に先

駆けた特別支援に関わる「支援地域」作りのモ

デルとなるような取り組みができるものと考え

ている。

宮古圏域のみならず、特別支援教育を地域連

携協議会レベルで推進するためには圏域内にお

ける関係諸機関の機能と、これまでの歴史的背

景等を関係者がお互い正確に共通理解すること

がまず不可欠であると考える。関係諸機関各々

がもつ役割を明確にすることで効率的な役割分

担が可能となり、さらに各々の歴史的背景を共

通理解することで過去の様々な経緯を知り、そ
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れらを踏まえることで今後よりよい連携の在り

方を探る手がかりが得られるものと考えられる。

このことから本稿では特に、宮古圏域において

関係諸機関が復帰後に歩んできた歴史を見直し、

教育、医療・保健、福祉、労働の分野について

同じ時間軸の上に平行して関連した出来事を表

示し、各分野間を横断的に概観することによっ

て障害児に関わった宮古圏域における関係諸機

関の歩みを纏める。このことによって初めて、

関係諸機関のスタッフ同士がいわば「同じ土俵

に上がる」ことが可能となり、今後の特別支援

教育に向けてのさらなる連携が深められていく

ものと考えられる。

予定である。

Ⅳ結果と考察

１．宮古圏域における関係諸機関の概観

障害児（者）を取り巻く関係諸機関は数多く

ある。仮に特別支援教育の推進に直接的な関係

をもつ場合に限定すると、主に学齢前から学齢

期の子どもを対象とする機関が中心となる。こ

のことから本稿の中心となる全体的な概観につ

いての記述は、主に学齢前から学齢期の子ども

を対象とする機関を中心に纏めた。一方で今回

新たに作成した年表（資料参照）については、

子どものライフステージ全般を意識しながら、

宮古圏域における関係諸機関を可能な限り網羅

するように努めた。例えば、法的には身体障害、

知的障害のみならず精神障害に関わる内容も包

含されていることを踏まえて、年表には精神障

害に関わる内容も含めた。「精神障害者デイケ

ア｣、「断酒会」等はそれらに含まれる内容であ

る。

Ⅱ目的

宮古圏域における関係諸機関が復帰後に歩ん

できた歴史を見直し、教育、医療・保健、福祉、

労働等の分野毎に、同じ時間軸の上に平行して

関連した出来事（以下「イベント」とする）を

表示し、各分野間を横断的に概観することによっ

て障害児に関わる関係諸機関の宮古圏域におけ

る歩みを纏めることを目的とする。このことを

踏まえて、関係諸機関各々がもつ役割を明確に

しながら効率的な役割分担の在り方を探り、さ

らに関係諸機関の歴史的背景を明らかにしなが

ら過去の様々な経緯を知ることで、よりよい連

携の在り方を考えるための手がかりとする。

1-1．教育

教育については宮古教育事務所を頂点として、

平良市、城辺町、下地町、上野村、伊良部町、

多良間村の６市町村に教育委員会が設置されて

いる。公立学校は2005年４月の時点で、まず県

立学校として県立宮古養護学校が知的障害の養

護学校として設置されている。県立高等学校は

宮古高等学校など全部で５校設置されており、

定時制をもつ高等学校はその内１校である。次

に市町村立学校は、小学校が22校（平良市12校、

城辺町４校、下地町２校、上野村１校、伊良部

町２校、多良間村１校)、中学校が18校（平良

市８校、城辺町４校、下地町２校、上野村１校、

伊良部町２校、多良間村１校）設置されている。

また公立幼稚園は21園（平良市11園、城辺町４

園、下地町２園、上野村１園、伊良部町２園、

多良間村１園)、その他に私立の幼稚園がｌ園Ⅱ

設置されている。特殊学級の設置校は、小学校

で11学級設置されており、その内訳は言語障害

が１学級、肢体不自由が１学級、知的障害が９

学級となっている（表１）。中学校では６学級

Ⅲ方法

関係諸機関毎に参考になる文献や資料を収集

しＩＤ２)3)卿8)’'１０)ｕ)'2)、調査・検討を加えた上

で、1972年に沖縄が本土に復帰した後のイベン

トを2005年まで年表形式に纏めた。また育成会

の設立等、関係諸機関の歴史的な経緯に詳しい

関係者等に対して聞き取り調査を行って`情報を

収集し、その内容については私信として参考と

した。また、2005年10月１日に平良市、城辺町、

下地町、上野村、伊良部町の５市町村が合併し

て新たに宮古島市が誕生したが、ここでは歴史

的な背景を知るためにあえて合併前の状況を中

心に記述した。合併後の新たな行政的枠組みに

おける現状や具体的取組については別途纏める
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設置されており、全てが知的障害学級である

(表２)。

いる。来島する専門家は毎月１回、理学療法士

が１名、言語療法士が１名であり、３ヶ月に１

回は先の２名の療法士に加えて言語療法士がさ

らに１名、作業療法士が１名、小児科の専門医

が１名加わる。その他に宮古福祉保健所の保健

師や、「さぽ～と」所属の看護師も参加してお

り、地域支援コーディネーターは日程調整や具

体的な対応の全てを担当している。さらに補装

具や車椅子の作成や調整のために必要に応じて

本島の業者も巡回療育相談・訓練の場に参加し

ている。ちなみに2004年ののべ利用人員は374

名にのぼっていた。

宮古福祉保健所は1952年に琉球政府の設置に

伴い、厚生局宮古保健所として業務を開始して

いる。同年福祉事務所は宮古民生事務所として

発足しており、2002年に組織統合して宮古福祉

保健所として再スタートしている。福祉保健所

の業務は多岐に渡り、障害児や保護者にとって

その役割は極めて大きいものがある。特に障害

児に関わる事業としては母子保健事業の一環と

して、乳幼児専門健診と先述した巡回療育相談・

訓練、母子保健クリニック、思春期保健事業等

を挙げることができる。この乳幼児専門健診に

は、療育・心理相談、遺伝及び発達相談、自閉

症相談、宮古病院と連携した心臓検診等が含ま

れており、年に１回は県外からの厚生労働省派

遣医による専門的な診察、診断も受けることが

可能である。その他の関連業務としては、親の

会に対する育成支援として、障害児の保護者や

担当者を対象とした研修事業や交流会等も行っ

ている。また上述した母子保健事業の年間計画

に関する関係者会議は教育関係者も含めて年１

回行われている。最後に、宮古圏域の保育所数

は2006年４月現在で、公立が12、法人９、認可

外15となっており、その中で障害児保育を実施

しているのは、公立１，法人４、認可外３であ

る（表３)。

表１．宮古圏域における特殊学級設置小学校（2005年）

表２．宮古圏域における特殊学級設置中学校(2005年）

睾篝鑿
■司碩石■■ヨゴ盃尹蜀已

1-2.福祉・保健

宮古圏域における福祉関係の事業として特筆

すべきものとして、「巡回療育相談・訓練」を

挙げることができる。この事業は「在宅心身障

害児及びその保護者に対し、巡回の方法により

定期的に心身障害に関する医療、保健、保育、

教育等の相談に応じると共に、家庭療育に関す

る必要な助言指導を行うことによって、在宅心

身障害児及びその家族の福祉向上を図ることを

目的｣4)に実施されている。実施体制としては

小児発達センター（沖縄本島)、宮古地区心身

障害児育成会、１日宮古保健所の共同事業として

スタートし、現在は障害者地域生活支援センター

｢さぽ～と」の障害児（者）地域療育等支援事

業の一環として運営されている。実施内容は、

医師の診断及び相談、理学訓練、言語訓練、保

育指導、保健指導、福祉相談及び指導、補装具

相談となっており、毎月１回、沖縄本島の小児

発達センターから専門家を招いて事業を行って

表３．宮古圏域における保育所の数（2006年）

注：括弧内は障害児保育を実施している保育所数

－８４－

市町村名 学校名 種別

平良市 平良第一小学校 言語障害

平良市 南小学校 知的障害

平良市 南小学校 肢体不自由

平良市 東小学校 知的障害

平良市 鏡原小学校 知的障害

平良市 大神小学校 知的障害

城辺町 西城小学校 知的障害

城辺町 砂川小学校 知的障害

下地町 下地小学校 知的障害

伊良部町 伊良部小学校 知的障害

伊良部町 佐良浜小学校 知的障害

市町村名 学校名 種別

平良市 平良中学校 知的障害

平良市 北中学校 知的障害

平良市 西辺中学校 知的障害

城辺町 城辺中学校 知的障害

城辺町 砂川中学校 知的障害

伊良部町 佐良浜中学校 知的障害

公立 法人 認可外

1２（１） ９（４） 1５（３）



1-3．医療

医療関係機関については、宮古圏域における

唯一の県立病院として宮古病院が1950年に設置

されている。宮古病院は旧平良市の中心部に位

置し、現在では小児科を始め15の課に分かれ圏

域の中心的な役割を果たしている。また2001年

には80床の入院施設をもつ総合病院として、宮

古徳州会病院も設圃され、現在13の課に分かれ

て診療に当たっている。例えば宮古養護学校に

在籍する子どもは、宮古病院の小児科に通院す

る場合が少なくない。現段階で宮古病院には障

害児に関わる専門医は常駐していないが、診断

基準に照らした診察と医療相談等を行っている。

さらに上述した「巡回療育相談・訓練」の一環

として、小児発達センターから年４回派遣され

る小児科の専門医に診断を依頼する場合もある。

宮古病院では本島の医療機関や先の巡回療育相

談、その他県外からの厚生労働省派遣医による

専門的な診察によって診断を受けた子どもに対

して、主治医の処方菱に基づいたフォローアッ

プも行っている。その他にも就学指導委員会に

関わって、地元の精神科開業医が診断や判定に

関する医療的側面からのバックアップを継続的

に行っている。

現在の宮古圏域における医療相談に関しては

宮古病院小児科が中心となる。しかしながら専

門医の不在という大きな課題があり、現状では

年４回来島する専門医と、年１回来島する県外

の厚生労働省派遣医に専門的な診断を依頼する

ケースが少なくない。これらの専門医と宮古病

院小児科との連携は診断後のフォローアップと

して重要であることから、地域支援コーディネー

ターや福祉保健所等を介して宮古病院との密な

連携が図られている。

わりをもっている。例えば宮古養護学校では職

業自立推進重点校の指定を2000年から２年間受

けており、ハローワーク宮古と連携しながら事

業を進めた実綱がある。ハローワーク宮古の担

当者からの私信では、現段階において宮古圏域

における就職は厳しい現状にあり、今のところ

障害児（者）に対する特別な配慮もしくは対応

をすることは困難とのことであった。しかし宮

古養護学校高等部卒業生の一般就労は比較的良

く、2000年～2004年の５年間で卒業生33名中１０

名であった。本島の養護学校高等部卒業生が一

般就労することが極めて困難な現状を考慮する

と、これは高い数字であるといえる。

また本来福祉の分野に含まれることではある

が、障害児の進路先のひとつとして、宮古圏域

には数カ所の小規模作業所と身体障害者授産施

設「青潮園｣、知的障害者授産施設「みやこ学

園｣、あだん福祉作業所などが設置されている。

２．宮古圏域における関係諸機関の歴史的背景

関係諸機関毎に1972年に沖縄が本土に復帰し

た後に生じた出来事（イベント）を年表形式に

纏めた。年表は１）世界あるいは日本における

障害児（者）の関係イベントを纏めた「関連事

項｣、２）沖縄県における関係イベントを纏め

た「沖縄県｣、３）宮古圏域の関係イベントを

纏めた「宮古圏域」の三項目に大別し、さらに

｢宮古圏域」については、関係分野ごとに１）

教育、２）福祉、３）医療・保健、４）労働の

４つの下位項目に分類した。ここで、１）「関

連事項」については、各々の年代において障害

児（者）に関連する国内外のイベントを把握す

るための指針として示した。また２）「沖縄県」

については、その年代の沖縄県の時事や状況を

把握するための参考として示した（資料参照)。

以下、主に学齢前から学齢期の子どもを対象と

した機関を中心に、年代毎に宮古圏域の関係諸

機関において生じたイベントの特徴の概略を記

述する。

1-4．労働

宮古圏域には宮古公共職業安定所（ハローワー

ク宮古）が設置されており、平良市、城辺町、

下地町、上野村、伊良部町、多良間村の６市町

村を管轄している。教育と労働の関わりについ

てはいわゆる「進路指導」として、県立宮古養

護学校を始め、その他５校の県立高等学校が関

2-1.1970年代（資料２頁）

1970年代は1975年の国連総会「障害者の権利
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2-3.1990年代（資料４－５頁）

1990年代は1992年の「アジア太平洋障害者の

十年」決議が行われた時期である。国内では

1993年に「障害者基本法」が制定され、翌1994

年には「エンジェルプラン」が、1995年には

｢障害者プランーノーマライゼーション七か年

戦略～」が策定された。その他には、1997年の

｢障害者雇用促進法改正｣、1999年には「知的障

害者福祉法」への改正が行われている。沖縄県

では、1998年に「沖縄県障害者プラン」が策定

されている。

宮古圏域では、教育の分野で宮古養護学校と

特殊学級設置校が連携して1997年「宮古特殊教

育研究会（宮特研)」が発足した。福祉の分野

では1991年に知的障害者厚生施設ふれあいの里

開設を始め、各地に小規模作業所やデイケア、

家族会等が開所、結成されている。1998年には

宮古福祉保健所に母子保健クリニックが開設、

翌1999年には宮古地区在宅障害児者福祉推進協

議会が発足、さらに厚生科学研究事業として障

害児を対象とした調査研究が開始されている。

医療分野では1998年に宮古病院にリハビリテー

ション外来が新設されている。

宣言」が採択され、国内では沖縄県の本土復帰

はもちろん、1979年に養護学校の義務化が行わ

れた時期である。沖縄県にとっては、1972年の

本土復帰が歴史上で最も大きな区切りのひとつ

となることはいうまでもない。

宮古圏域では、教育の分野で旧琉球政府立で

あった那覇養護学校稲沖分校が県立に移行した

のが復帰の年である。同じ年には福祉の分野で

県立瀬水学園が開園した。この施設は児童養護

施設と知的障害児施設を併設しており、同じ敷

地内には知的障害者更正施設「あけぼの学園」

も併設されている。現在も溌水学園に籍を置く

子どもは県立宮古養護学校、平良市立東小学校、

平良市立北中学校に在学している。1977年には

1979年からの養護学校義務化に向けて県立宮古

養護学校が開校している。この宮古養護学校の

開校に向けて1975年には宮古地区心身障害育成

会が結成され、養護学校の誘致に多大な貢献を

している。医療の分野では1977年に宮古病院小

児科が開設、1979年には産婦人科、新生児・未

熟児室も開設されている。

2-2.1980年代（資料３頁）

1980年代は1981年の「国際障害者年」に続き、

1983年から「国連・障害者の10年」が開始され、

国内では1984年に「身体障害者福祉法改正｣、

1987年「障害者の雇用の促進等に関する法律」

への改称が行われた時期である。沖縄県では、

1987年に沖縄海邦国体が開催されている。

宮古圏域では、教育の分野で宮古養護学校に

高等部設置が行われたのが1980年であり、次の

年には県立宮古養護学校稲沖分校が廃校となっ

ている。福祉の分野では宮古圏域の障害児支援

の核となる「巡回療育相談・訓練」が小児発達

センターとの連携で1982年に開始されたことが

特徴的である。この「巡回療育相談・訓練」の

開始には当時の保護者や保健所の保健師等の人

力に負うところが大きく、沖縄本島に行かずと

も「宮古島」で機能訓練等が受けられるような

体制作りが行われた功績は極めて大である。そ

の後1986年には宮古地区知的障害（児）者の育

成会が結成されている。

2-4.2000年代（資料６－７頁）

2000年代は、2005年までの５年間のみである

にも関わらず、特に国内における教育分野のイ

ベントが急増している。特別支援教育に関わっ

て、2001年に文部科学省から「２１世紀の特殊教

育のあり方について～一人一人のニーズに応じ

特別な支援のあり方について～（最終報告)｣、

2003年に「今後の特別支援教育の在り方につい

て（最終報告)」及び「通常の学級に在籍する

特別な教育支援を必要とする児童生徒に関する

全国実態調査｣、2004年には「小・中学校にお

けるＬＤＡＤ/HD、高機能自閉症の児童生徒

への教育支援体制の整備のためのガイドライン

(試案)」が示された。福祉の分野では、2002年

｢障害者基本計画」及び「重点施策実施五か年

計画（新障害者プラン)」が策定され、2004年

には「発達障害者支援法｣、2005年には「障害

者自立支援法」が成立している。沖縄県では
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2000年に沖縄サミットが開催されている。

宮古圏域では、2005年の沖縄県広域特別支援

連携協議会の発足に伴って、同年宮古地域特別

支援連携協議会が発足した。それに先だって

2004年には公立学校に特別支援教育コーディネー

ターを配置した。同年県立宮古養護学校が県か

らのグループ研究校の指定を受けて、養護学校

のセンター校的役割について研究し、その一環

として琉球大学と連携しながら宮古圏域の公立

学校を対象に特別支援教育に関する悉皆調査を

行っている。琉球大学教育学部の筆者らの研究

室と宮古島との連携は2002年に始まったもので、

平良市教育委員会と障害児教育実践センターと

の連携で行った教育相談と特殊学級担任研修会

がその発端となり、その後特別支援教育の展開

と共に宮古養護学校との実践共同研究の契約を

行いながら現在も続いている。一方福祉の分野

では、1990年代に引き続いて2001年の知的障害

者授産施設「みやこ学園」開設や小規模作業所

の開所が相次いでいる。2002年には地域生活支

援センター「さ}雷～と」が開設され、同時に地

域支援コーディネーターが配置された。それに

伴って、それまで宮古福祉保健所が中心となっ

て行われてきた｢巡回療育相談･訓練｣の事業

が、地域療育等支援事業として「さぽ～と」に

移管された。さらに2003年には長期療育児連絡

会（親の会）「たんぽぽの会」も開設されてい

る。医療分野では宮古病院に2003年宮古病院地

域連携室が開設され、翌2004年には宮古病院地

域連携協議会が設立された。1990年代までは目

立ったイベントが見られなかった労働の分野で

も、2002年にハローワーク宮古雇用対策推進協

議会の設置、2004年にはみやこ学園にてジョブ

コーチが採用されている。同年、ハローワーク

宮古雇用対策推進協議会によって、障害者雇用

優良企業等表彰事業も開始されている。

福祉保健所、医療の分野では宮古病院、労働の

分野ではハローワーク宮古が設置されており、

地域として最低限度の関係諸機関は存在してい

るといえる。一般的にいわれる離島・僻地の規

模に比較すると地域としては大きなまとまりで

あるといえる。同様のことは同じ先島地域であ

る八重山圏域にもいえることである。また宮古

圏域には、最低限の関係諸機関は存在している

ものの、例えば専門医や、理学療法士等の専門

家の不在は大きな課題として残っている。この

点について宮古の場合には「巡回療育相談・訓

練」を小児発達センターとの連携で1982年以降

継続することで補っている。理想論からいえば、

いずれは専門医など宮古在住の専門家で全ての

事業をまかなうことが望ましいが、現状では困

難であるといわざるをえない。逆にいえば現状

の巡回療育相談・訓練の事業を特別支援教育の

ネットワーク作りの中でいかに有効活用するか

が大きなポイントとなろう。現状を考慮すれば、

2005年10月には多良間村を除く５市町村が合併

して新たに宮古島市が誕生した。それに伴って

教育委員会も宮古島市と多良間村の２教育委員

会に統合されている。今後の宮古圏域における

具体的な特別支援教育の展開は、新たな行政の

枠組みの中で考えていかなければならない。上

述のように、これらの点については別稿で改め

て述べる予定である。

宮古圏域の歴史的な流れを概観すると、全般

的にみて福祉・保健の領域に関するイベントが

多いことは明らかである。特に1995年以降2003

年まで増加の傾向にあった。一方、医療につい

ては宮古病院の充実に伴ったイベントが散見さ

れるが、直接的に障害児に関わるイベントは少

ないといわざるをえない。さらに労働の分野で

はハローワーク宮古の事業として、2000年以降

にイベントが少し見られる程度に留まっている。

特別支援教育に関わる教育の分野についてみる

と、復帰後の養護学校義務化に向けて宮古養護

学校の開校とそのための準備に関わるイベント

があるものの、2000年代まで目立ったイベント

は見られなかった。しかし2000年代に入ると文

部科学省から特別支援教育の方向性が示された

３．まとめ

宮古圏域における関係諸機関を概観すると、

教育の分野では宮古教育事務所が設置され、６

市町村に教育委員会があり、県立養護学校も１

校設置されている。さらに福祉の分野では宮古
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学連携事業」の補助を受けて行われたものであ

る。

ことに伴って、宮古圏域でもイベントは急増し

ている（資料８頁、図参照)。この点について

は調査方法や資料の抽出内容にやや偏りがある

ことは否めないが、福祉・保健分野が事業を展

開してきた1990年代後半に追従するように教育

の分野に大きな動きが見られたことは明白であ

る。それまでは宮古獲渡学校だけが障害児教育

を担ってきたかのような感のあった宮古圏域に

おいて、特殊学級担任の研修会を定期的に行う

ことや、琉球大学教育学部の研究室との連携、

宮古地域特別支援連携協議会の設置等をきっか

けとして、関係諸機関との連携が深まり、公立

学校を巻き込んだ特別支援教育への移行の準備

が急速に行われたのがこの時期である。その土

台には、先に述べたように宮古圏域では人的レ

ベルで教育、医療・保健、福祉等の関係諸機関

のスタッフがすでに情報交換の場を設けて活動

を始めていたという事実があることも見逃せな

い。

2005年には宮古地域特別支援連携協議会が設

置された。今後は組織としての宮古地域特別支

援連携協議会を最大限に活用した特別支援教育

の具体的な展開が望まれる。2005年設置の段階

で、宮古地域特別支援連携協議会には宮古教育

事務所と教育委員会を事務局として、宮古養護

学校、公立学校校長会、宮古病院、宮古福祉保

健所、ハローワーク宮古、琉球大学教育学部等

からスタッフが集まっている。さらに協議会に

は「巡回アドバイザー」が置かれ、宮古養護学

校が県から委嘱を受けて学校支援に当たってい

る。また巡回アドバイザーと共に学校支援や教

育相談に当たる「専門家チーム」も構成され、

関係諸機関のスタッフが必要に応じて支援に当

たることができる体制作りが行われている。今

回作成した宮古圏域における関係諸機関の歴史

的背景に関わる年表は、宮古地域特別支援連携

協議会の資料としてすでに関係諸機関のスタッ

フに配布されている。この資料を基に、まず関

係諸機関のスタッフ同士が「同じ土俵に上がり｣、

宮古圏域における特別支援教育に向けての連携

が、今後さらに深められていくことを期待して

いる。
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宮
古
圏
域
に
お
け
る
関
係
諸
機
関
の
歴
史
的
背
景

－
本
土
復
帰
後
に
お
け
る
、
教
育
、
福
祉
・
保
健
、
医
療
、
労
働
の
各
分
野
に
つ
い
て
－

（
宮
古
圏
域
に
お
け
る
今
後
の
特
別
支
援
教
育
の
発
展
を
願
っ
て
）

作
成
V
e
r
､
1
０
０
．

④◎

２
０
０
ｓ
年
１
０
月
０
４
曰

琉
球
大
学
教
育
学
部
障
害
児
教
育
専
修

緒
方
研
究
室

１



宣
吉
圏
域
に
お
け
る
関
係
諸
機
関
の
歴
史
的
背
景
１

１
９
７
０
年
代
（
本
土
復
帰
以
後
）

こ
●
岸
一

２

１
９
７
２
年

１
９
７
４
年

１
９
７
５
年

１
９
７
６
年

１
９
７
７
年

１
９
７
８
年

1
9
7
9
年

昭
和
４
７
年

昭
和
４
ｓ
年

昭
和
５
０
年

昭
和
５
１
年

昭
和
５
２
年

昭
和
５
３
年

昭
和
５
４
年

国
内
外

開
運
事
項

国
連
総
会
｢
障
害
者
の
権

利
宣
言
」
採
択

・
皇
体
障
雷
者
雇
用

促
進
法
改
正

・
雇
用
納
付
金
制
匿

創
設

埜
護
学
校
義
務
化

沖
縄
県

本
土
復
帰

(
本
±
法
の
適
用
）

小
禄
爆
発
事
故

沖
縄
国
際
海
洋
簿
開
催

県
の
平
和
宣
言

・
交
通
法
改
正

・
１
歳
６
ヵ
月
児
健

諺
事
業
実
施

琉
球
大
学
医
学
部
開
設

宮古圏域

教
育

福
祉
．

保
健

医
療

労
働

那
顧
遜
諏
学
校
稲
沖

分
校
が
琉
球
政
府
立

か
ら
県
立
へ
移
行

県
立
溌
水
学
園
閏
園

厚
生
省
医
療
技
術
支
援

に
よ
り
乳
幼
児
一
斉
検

諺
が
開
始
さ
れ
る

宮
古
地
区
I
E
A
畠
障
害
雷

成
会
結
成
(
宮
古
鐘
護
学

校
誘
致
の
目
的
）

・
県
立
宮
古
壁
護
学
校

開
校

・
那
覇
蟹
護
学
校
稲
沖

分
校
が
宮
古
砥
調
学
校

稲
沖
分
校
へ
改
称

あ
け
ぼ
の
学
園
開
園

宮
古
病
院
小
児
科
開
設

伊
良
部
村
母
子
健
康

セ
ン
タ
ー
設
置

宮
古
痛
院
産
蝿
人
科
、
新

生
児
・
未
熟
児
室
開
設



富
古
圏
域
に
詞
け
る
関
係
諸
機
関
の
歴
史
的
背
景
２

１
９
ｓ
０
年
代

●四

３

１
９
８
０
年

１
９
８
１
年

１
９
８
２
年

1
Ｓ
Ｂ
Ｓ
年

１
９
８
４
年

１
９
８
５
年

１
９
８
６
年

1
9
8
7
年

昭
和
５
５
年

昭
和
５
ｅ
年

昭
和
５
７
年

昭
和
５
８
年

昭
和
５
９
年

昭
和
６
０
年

昭
和
６
１
年

昭
和
６
２
年

国
内
外

関
連
事
項

Ｗ
Ｈ
Ｏ
「
国
際
障
害
分
類

試
案
」
公
表

国
瞭
障
害
者
年

｢
障
害
者
対
策
に
関
す
る

長
期
計
画
」
策
定

国
運
・
障
害
者
の

１
０
年
開
始
年

(
～
１
９
９
２
年
）

身
体
障
害
者
福

祉
法
改
正

・
身
体
障
害
者
雇
用

促
進
法
改
正

・
障
害
者
の
雇
用
の

促
進
等
に
関
す
る
法

津
に
改
称

・
精
神
衛
生
法
改
正

沖
縄
県

・
復
帰
１
０
周
年
式
典

・
沖
縄
県
揮
害
者
職
業

セ
ン
タ
ー
開
設

伊
是
名
竜
巻

沖
縄
県
特
殊
教

育
賭
学
校
進
路

指
導
研
究
会
莞

足

｢
泊
大
福
」
開
通

沖
縄
海
邦
国
体
開
催

宮古團域

教
育

福
祉
．

保
健

医
療

労
働

罠
古
鍾
露
学
校
に
高
等
部

設
圏

県
立
宮
古
垂
鍾
学

校
稲
沖
分
校
廃
校

I
山
身
障
宮
児
問
題

を
壱
え
る
懇
談
会

開
催

・
宮
古
地
区
I
u
A
皇
障
害

商
成
会
再
結
成

・
沖
縄
小
児
発
達
セ
ン

タ
ー
と
連
擁
し
て
巡

回
鱒
育
相
談
・
訓
練
開

始

・
宮
古
地
区
糟
神
陣
害

者
家
族
会
（
み
ど
り
の

会
）
結
成

巡
回
痩
育
相
談
に

保
育
士
に
よ
る
陣

害
児
保
育
導
入

・
宮
古
地
区
知
的
鐘

害
（
児
)
者
育
成
会

結
成

・
鱈
神
揮
害
者
デ
イ

ケ
ア
が
伊
良
部
町

で
ス
タ
ー
ト
(
さ
し

ぱ
の
会
）

宮
古
地
区
'
四
畠
障
害
児

育
成
会
結
成
５
周
年
シ

ツ
ポ
ジ
ウ
ム
開
催



宮
古
圏
域
に
お
け
る
関
係
諸
機
関
の
歴
史
的
背
景
Ｓ

１
Ｓ
ｇ
Ｏ
年
代
そ
の
１
（
1
Ｓ
Ｓ
Ｓ
年
ま
で
）

②酉

４

１
９
９
０
年

1
9
9
1
年

１
９
９
２
年

１
９
９
３
年

１
９
９
４
年

平
成
２
年

平
成
３
年

平
成
４
年

平
成
５
年

平
成
６
年

国
内
外

関
連
頭
頂

福
祉
関
係
八
法
改
正

E
S
C
A
P
｢
ア
ジ
ア
太
平
洋
障
害
者
の
十
年
｣
決
議

(
１
９
９
３
～
2
0
0
2
）

．
「
障
酉
者
対
策
に
関
す
る

新
長
期
計
画
」
策
定

.
「
障
害
者
基
本
法
」
制
定

エ
ン
ジ
ェ
ル
プ
ラ
ン
策
定

沖
縄
県

・
苣
里
城
正
殿
復
元

.
=
古
池
間
大
橋
開
通

・
沖
縄
県
教
育
委
員
会
の
職
業
推
進
事
業
開
始

・
乳
幼
児
医
療
助
成
事
業
開
始

・
沖
縄
県
障
害
者
福
祉
長
期
行

動
計
画
策
定

宮古圏域

教
育

福
祉
.

保
健

医
療

労
働

宮
古
保
躍
所
に
て
霜

神
デ
イ
ケ
ア
（
太
鴎
の

会
）
ス
タ
ー
ト

・
知
的
障
害
者
更
正
施
股
ふ
れ
あ

●

い
の
里
開
設

愛
の
小
蝿
覆
藁
団
の
協
力
に
よ

り
聴
力
言
寵
療
育
相
醗
軍
業
を
実

施
（
～
Ｈ
Ｓ
年
ま
で
）

・
宮
古
断
酒
会
発
足

宮
古
地
区
I
E
A
畠
障
宮
児
育
成
会

結
成
１
０
周
年
記
念
大
会
開
催

多
良
間
村
断
酒
会
発
足



宮
古
圏
域
に
お
け
る
関
係
諸
機
関
の
歴
史
的
背
景
４

１
９
９
０
年
代
そ
の
２
（
１
９
９
９
年
ま
で
）

⑤←

｡

1
9
9
5
年

１
９
９
６
年

１
９
９
７
年

１
９
９
８
年

１
９
９
９
年

平
成
７
年

平
成
８
年

平
成
9
年

平
成
１
０
年

平
成
１
１
年

国
内
外

関
連
事
項

.
「
障
害
者
プ
ラ
ン
ー
ノ
ー
マ

●

ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
七
か
年
戦

略
～
」
策
定

精
神
保
健
法
改
正

・
地
域
保
健
法
完
全
実
施

・
障
害
者
雇
用
促
進
法
改
正

(
知
的
障
害
者
も
雇
用
率

に
）

精
神
薄
弱
者
福
祉
法
が
改
正
さ
れ

知
的
障
害
者
福
祉
法
へ

沖
縄
県

｢
平
和
の
礎
」
完
成

沖
縄
県
障
害
者
プ
ラ
ン
策
定

筥
里
城
沼
:
ど
世
界
餌
露
に
推
薦

(
2
0
0
0
年
登
録
）

宮古圏域

教
奮

福
祉
．

保
健

医
癩

労
働

・
伊
良
部
町
網
神
繍
鍵
者
家
族

会
（
し
あ
わ
せ
会
）
結
成

・
伊
良
部
町
箱
神
障
害
者
小
規

摸
作
業
所
（
ﾌ
ﾚ
ﾝ
ﾄ
ﾞ
ﾘ
ｯ
ﾁ
ﾆ
ｭ
ｰ
ｻ
ｼ

ﾊ
ﾞ
）
関
所

下
地
町
網
神
麗
害
者
デ
イ
ケ
ア
（
は
ば
た
き

の
会
）
ス
タ
ー
ト

宮
古
特
殊
教
育
研
究
会

(
筥
特
研
）
発
足

・
重
度
重
複
障
害
児
害
の
地

域
生
活
を
考
え
る
会
結
成

・
平
良
市
箱
神
障
害
者
家
族

会
（
わ
が
ぱ
会
）
結
成

・
保
健
所
デ
イ
ケ
ア
室
開
設

・
保
健
所
網
神
ク
リ
ニ
ッ
ク

開
設

・
宮
古
福
祉
保
健
所
、
母
子

保
健
ク
リ
ニ
ッ
ク
開
設

・
平
良
市
購
神
障
害
者
小
規

模
作
業
所
（
若
葉
）
関
所

・
城
辺
町
縮
神
障
害
者
塞
族

会
（
や
す
ら
ぎ
の
会
）
結
成

宮
古
病
院
、
リ
ハ
ピ
リ
テ
ー
シ

ヨ
ン
外
来
新
設

.
，
宮
古
地
区
在
宅
障
害
児
者
福
祉

推
准
露
議
会
発
足

・
厚
生
科
学
研
究
事
業
と
し
て
陣

吾
児
者
を
対
象
と
し
だ
鯛
査
研

究
開
始



宮
古
圏
域
に
お
け
る
関
係
諸
機
関
の
歴
史
的
背
景
５

２
０
０
０
年
代
そ
の
１
（
2
0
0
2
年
ま
で
）

垣画

６

２
０
０
０
年

２
０
０
１
年

2
0
0
2
年

平
成
１
２
年

平
成
１
３
年

平
成
１
４
年

国
内
外

関
連
事
項

・
介
護
保
険
法
開
始

■

社
会
福
祉
事
業
法
改
正

・
Ｗ
Ｈ
Ｏ
国
際
障
害
分
類
（
I
C
1
D
H
）
を
国
瞭
生
活

機
能
分
類
（
I
C
F
）
に
改
定

.
「
２
１
世
紀
の
特
殊
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
～

一
人
一
人
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
特
別
な
支
援
の
あ
り

方
に
つ
い
て
～
（
最
終
報
告
)
」

・
E
S
C
A
P
｢
ア
ジ
ア
太
平
洋
障
害
者
の
十
年
｣
延
長
(
2
0
0
3

～
２
０
１
２
）
決
議

.
「
障
害
者
基
本
計
画
」
及
び
「
重
点
施
策
実
施
五
か
年
計
画

(
新
障
害
害
プ
ラ
ン
)
」
策
定

沖
縄
県

沖
縄
サ
ミ
ッ
ト
開
催

沖
縄
障
害
者
鬮
業
セ
ン
タ
ー
の
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
事
業

開
始

保
健
所
、
福
祉
事
務
所
統
廃
合

宮古圏域

教
嘗

福
祉
.

保
健

医
療

労
働

■

城
辺
町
心
身
障
害
者
小
規
模
作
業
所
関
所

・
城
辺
町
小
規
模
作
業
所
や
す
ら
ぎ
関
所

・
厚
生
労
働
省
医
療
技
術
支
援
に
よ
り
自
閉
症
相
談
事
業
の

開
始

・
障
害
児
害
生
活
実
態
調
査
・
分
析

・
城
辺
町
精
神
陣
雪
害
小
規
模
作
業
所
（
や
す
ら
ぎ
）
関
所

・
県
立
宮
古
病
院
デ
イ
ケ
ア
室
開
設

・
宮
古
病
院
重
症
l
凹
畠
障
害
児
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
事
業
開
始

宮
古
愛
護
学
校
職
業
自
立
推
進
重
点
枝
（
2
0
0
1
年
ま
で
）

・
重
症
心
身
障
害
者
小
規
模
作
業
所
「
な
ん
く
る
」

関
所

・
知
的
障
害
者
淫
産
施
設
「
み
や
Ｅ
学
園
」
開
設

・
全
国
地
域
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
宮
古
島
フ
ォ
ー
ラ

ム
開
催

・
厚
生
科
学
研
究
事
業
の
調
査
研
究
ま
と
め
「
宮
古

島
に
お
け
る
鐘
育
相
談
の
あ
ゆ
み
」
発
行

●

｢
宮
古
特
殊
教
育
研
究
会
」
を
「
特
殊
学
級
設
圃
枝
・
蟹
護

学
校
教
盲
実
践
研
究
会
（
特
壁
研
)
」
へ
改
称

・
平
良
市
教
育
委
員
会
と
琉
球
大
学
の
連
携
で
教
育
相
談
会
と

特
殊
学
級
担
任
研
修
会
開
始

・
地
域
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
配
霊

・
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
「
さ
ぽ
～
と
」
開
設

・
巡
回
療
富
相
談
・
訓
練
事
業
を
地
域
癩
宵
等
支
援
事
業
と
し

て
「
さ
ぽ
～
と
」
に
移
管

・
デ
イ
サ
ー
ピ
ス
セ
ン
タ
ー
い
け
む
ら
開
設

・
あ
だ
ん
福
祉
作
業
所
関
所

・
乳
幼
児
専
門
健
診
（
週
伝
・
発
達
相
談
）
の
担
当
医
を
県
内

医
師
に

・
精
神
障
害
害
牛
活
支
援
セ
ン
タ
ー
ひ
ら
ら
開
設

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
宮
古
雇
用
対
策
推
進
協
議
会
設
国



宮
古
圏
域
に
お
け
る
関
係
諸
機
関
の
歴
史
的
背
■
Ｓ

２
０
０
０
年
代
そ
の
２
（
２
０
０
５
年
ま
で
）

や③

７

2
0
0
3
年

2
0
0
4
年

2
0
0
5
年
．

平
成
１
５
年

平
成
１
６
年

平
成
１
７
年

国
内
外

関
連
事
項

.
「
今
後
の
特
別
支
援
教
育
の
在
り
方
に

つ
い
て
(
最
終
報
告
)
」

．
「
通
常
の
学
級
に
在
籍
す
る
特
別
な
支

援
を
必
要
と
す
る
児
童
生
徒
に
関
す
る
全

国
実
態
謂
蚕
Ｉ

・
支
援
費
制
度
開
始

.
「
小
・
中
学
校
に
お
け
る
Ｌ
､
、
Ａ
、
/
Ｈ
Ｄ
、
高
機
能
自
閉
症

の
児
寅
生
徒
へ
の
教
育
支
援
体
制
の
整
備
の
だ
め
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
(
試
詞
」

・
発
達
障
害
者
支
援
法
成
立

・
障
害
者
自
立
壷
擾
法
成
立

・
障
害
者
雇
用
促
進
法
改
正
（
縮
神
障
害
者
も
雇
用
率
l
こ
）

沖
縄
県

台
風
１
４
号
被
害

第
３
次
沖
縄
県
障
害
者
基
本
計
画

一
美
ら
し
ま
プ
ラ
ン
ー
策
定

・
沖
縄
県
広
域
特
別
支
担
蓮
槻
濡
鰹
会
発
足

・
沖
縄
県
特
別
支
掴
教
育
鯛
査
研
究
運
営
会
盟
発
足

宮古圏域

教
育

福
祉
.

保
健

医
鰯

労
働

宮
古
地
区
在
宅
障
害
児
害
福
祉
推
進
協
塑
会

に
置
題
学
校
長
が
参
画

・
長
期
療
育
児
連
絡
会
（
だ
ん
ぽ
ぽ
の
会
）

開
設

．
上
野
村
霜
神
障
害
者
デ
イ
ケ
ア
（
l
l
j
I
の
集

い
）
ス
タ
ー
ト

宮
古
病
院
地
域
連
携
室
開
設

・
公
立
学
佼
に
特
別
支
援
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
配
囲

・
宮
古
蟹
護
学
校
沖
縄
県
指
定
グ
ル
ー
プ
研
究
実
施

．
=
吉
岡
域
の
公
立
昌
輔
u
こ
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
実
態
調
査

・
畠
体
暉
酉
壱
授
産
施
霊
胃
潮
園
新
規
創
設
（
昭
和
４
５
年
設
立
）

・
思
轡
期
保
健
ピ
ア
エ
テ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
実
施

宮
古
癩
皖
地
域
連
携
協
遡
会
設
立

・
み
や
こ
学
園
に
て
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
採
用

．
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
宮
古
雇
用
対
策
推
進
協
議
会
に
よ
る
障
害
者
層

用
優
良
企
藁
等
表
彰
E
B
典
開
始

・
宮
胄
壁
謹
学
校
と
I
H
i
】
ﾖ
i
大
学
が
協
力
し
、
巡
回
療
育
相
談
・
副
１
１
緯

会
に
教
育
相
談
窓
□
開
設

・
宮
古
地
域
特
別
支
擢
漁
捜
嬬
輻
会
発
足

・
思
晉
期
保
健
ビ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
事
業
の
実
施

・
宮
古
地
区
糟
神
陣
琶
者
当
事
者
会
発
足

・
騎
神
瞳
害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
関
所

宮
古
病
院
、
国
症
心
皇
陣
西
児
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
事
業
終
了



宮
古
囲
域
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お
け
る
関
係
賭
捜
関
の
イ
ベ
ン
ト
頻
度
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Ｂ
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Ｂ
９
９
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２
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５
９
６
９
７
９
８
９
９
０
１
２
３
４
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己
圖
睡

》『

図
宮
古
圏
域
に
お
け
る
関
係
諸
機
関
の
イ
ベ
ン
ト
頻
度
．

(
全
般
的
に
み
て
福
祉
・
保
健
領
域
の
イ
ベ
ン
ト
数
が
多
く
９
５
年
以
降
２
０
０
３
年
ま
で
増
加
し
て
い
る
。
教
奮
に
つ
い
て
は
２
０
０
３
年
に
特
別
支
援
教
育
の
方
針
が
示
さ
れ
に
後
、
増
､
Ⅲ
て
い
る
）

謝
辞

こ
の
歴
史
年
表
は
、
特
に
宮
古
圏
域
に
お
け
る
特
別
支
援
教
琶
の
関
係
緒
機
関
ス
タ
ッ
フ
に
共
通
理
解
を
求
め
る
j
E
め
に
作
成
さ
れ
だ
ち
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
障
害
児
（
害
）
に
関
わ
る
も
の
に
加
え
て
、
精
神

瞳
宮
に
関
わ
る
も
の
に
つ
い
て
も
示
し
て
あ
る
。
ま
だ
年
表
作
成
に
当
だ
っ
て
は
多
く
の
万
ﾉ
ﾏ
か
ら
の
貴
重
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
頂
Ｗ
Ｅ
・
特
I
こ
教
育
に
関
し
て
は
宮
古
餐
護
学
校
長
の
玉
木
江
美
子
先
生
、
福
祉
・
保

躍
、
医
療
に
関
し
て
は
宮
古
福
祉
保
健
所
の
森
島
幸
子
課
長
始
め
、
池
原
和
子
、
詣
久
島
恵
津
子
の
両
保
霞
師
及
び
さ
ぽ
-
と
の
宮
川
正
展
氏
、
ま
た
労
1
1
3
に
関
し
て
は
沖
縄
県
教
育
委
員
会
指
導
主
事
の
真
謝
孝
先

生
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
宮
古
の
比
嘉
均
氏
か
ら
の
資
料
、
情
報
提
供
が
無
は
れ
ば
完
成
で
き
な
か
つ
だ
。
こ
の
鰯
琶
借
り
て
深
く
感
翻
の
窟
を
表
し
ま
す

こ
の
資
料
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

〒
g
O
e
-
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2
1
3
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縄
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中
頭
郡
西
原
町
字
千
原
１
琉
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大
学
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学
部
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児
教
育
専
際

電
諾
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
O
g
S
-
S
g
5
-
S
3
5
3

緒
方
研
究
室
（
教
授
緒
方
茂
樹
）

ｅ
－
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町
]
:
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